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農
家（
農
業
従
事
者
）の
皆
様
へ
！

農
業
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
は
、
毎

年
１
月
１
日
現
在
に
よ
り
同
月
10
日
ま
で

に
、
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
原
則
と
し
て
そ
の
権
利
を
行
使
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
次
の
と
お
り
登
録
申
請
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
選
挙
権
】

（
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
農
業
者
）

①
う
る
ま
市
に
住
所
を
有
す
る
者

②
年
齢
が
満
20
歳
以
上
の
者

③
10
ア
ー
ル（
約
３
０
０
坪
）以
上
の
農
地
に

つ
い
て
耕
作
の
業
務
を
営
む
者（
同
居
の

親
族
ま
た
は
配
偶
者
で
年
間
お
お
む
ね
60

日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
者
を
含
む
。）

（
農
業
生
産
法
人
の
場
合
）

①
10
ア
ー
ル
以
上
の
面
積
の
農
地
に
つ
き
耕

作
者
の
業
務
を
営
む
農
業
生
産
法
人
の
組

合
員
、
社
員
ま
た
は
株
主
で
、
耕
作
に
従

事
す
る
日
数
が
、
年
間
お
お
む
ね
60
日
以

上
あ
る
者
。

【
申
請
手
続
】
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
平
成
27
年
１
月
10
日
ま
で
に
最
寄
り

の
自
治
会
、
農
業
委
員
会
ま
た
は
選
挙
管
理

委
員
会
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
用
紙
は
、
各
自
治
会
長
を
通
し
て
各

世
帯
へ
配
布
を
行
い
ま
す
。
尚
、
申
請
書

を
紛
失
し
た
方
の
為
に
各
公
民
館
、
農
業

委
員
会
及
び
選
挙
管
理
委
員
会
に
も
準
備

し
て
あ
り
ま
す
。

※
申
請
期
間
は
法
令
に
よ
り
決
め
ら
れ
て
お

り
、
期
間
を
過
ぎ
る
と
受
付
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

企
業
立
地
雇
用
推
進
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区
画
整
理
課 
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指
定
管
理
者
の
募
集
に
つ
い
て

①
石
川
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
舞
天
館

②
い
ち
ゅ
い
具
志
川
じ
ん
ぶ
ん
館

③
う
る
ま
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

【
募
集
期
間
】

12
月
１
日（
月
）〜
平
成
27
年
１
月
６
日

【
指
定
管
理
期
間
】

平
成
27
年
４
月
〜
平
成
32
年
３
月

学
務
課 
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平
成
27
年
度　

就
学
援
助
の
申
請
に
つ
い
て

経
済
的
な
理
由
に
よ
っ
て
就
学
困
難
と
認

め
ら
れ
る
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
対
し
て
、

教
育
費
等
の
一
部
を
負
担
す
る
就
学
援
助
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

【
申
請
対
象
】
う
る
ま
市
内
に
在
住
し
、
う

る
ま
市
立
の
小
中
学
校
及
び
沖
縄
県
立
与
勝

緑
が
丘
中
学
校
へ
在
学
す
る
も
の
。

【
給
付
内
容
】
学
用
品
費
、新
入
学
用
品
費
、

修
学
旅
行
費
、
学
校
給
食
費
、
医
療
費（
学

校
病
の
み
）、通
学
用
品
費
、校
外
活
動
費（
宿

泊
を
伴
わ
な
い
）

※
年
度
に
よ
り
給
付
対
象･

支
給
額
が
変
動

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
下
さ
い
。

【
申
込
期
間
】

平
成
27
年
１
月
13
日（
火
）〜
１
月
30
日（
金
）

但
し
、
平
成
27
年
度
か
ら
入
学
す
る
新
小
学

１
年
生
及
び
新
中
学
１
年
生
に
つ
い
て
は
、

平
成
27
年
４
月
13
日（
月
）〜
４
月
30
日（
木
）

と
し
ま
す
。

【
提
出
書
類
】
学
校
事
務
室
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

企
業
立
地
雇
用
推
進
課
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固
定
資
産
税
課
税
免
除
に
関
す
る
説
明
会

事
業
者
を
対
象
に
固
定
資
産
税
課
税
免
除

に
関
す
る
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

【
と
き
】
12
月
17
日（
水
）午
前
10
時
〜
12
時

【
と
こ
ろ
】
企
業
立
地
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
う
る
ま
市
州
崎
１
２
ー
９
４
）

【
対
象
】

１
．
国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
地
域（
う
る

ま
地
区
）の
事
業
者

２
．「
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
制
度
」
を
受
け

て
い
る
、
も
し
く
は
検
討
し
て
い
る
事
業

者（
う
る
ま
市
全
域
）

【
説
明
会
に
関
す
る
お
問
合
せ
】

企
業
立
地
雇
用
推
進
課　

企
業
立
地
係　
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【
申
込
方
法
】

企
業
立
地
雇
用
推
進
課
へ
電
話
か
メ
ー
ル
に

て
お
申
込
み
下
さ
い
。

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
： 

kigyou-ka@
city.urum

a.lg.jp

【
申
込
期
限
】
12
月
１
日
〜
16
日（
火
）

午
後
５
時

【
お
問
い
合
せ
】

①
石
川
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
舞
天
館

②
い
ち
ゅ
い
具
志
川
じ
ん
ぶ
ん
館
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進
課
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③
う
る
ま
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

　

区
画
整
理
課　
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